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白川町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱の一部を改正する訓令 

 

 白川町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱（平成１３年白川町訓令甲第１

０号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（対象者） （対象者） 

第２条 白川町重度身体障害者介助用自動

車購入等助成事業（以下「助成事業」と

いう。）の対象者は、次のいずれにも 

該当する世帯に属する身体障害者又はそ

の者と生計を同じくする者で町長が助成

を必要と認めた者とする。 

第２条 白川町重度身体障害者介助用自動

車購入等助成事業（以下「助成事業」と

いう。）の対象者は、次の各号の全てに

該当する                             

                      者で町長が助成

を必要と認めた者とする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１５条第４項の規定に

よる身体障害者手帳１級又は２級の下

肢 又は体幹の機能障害を有し、移動

に車いす等を使用している障害者がい

る世帯                             

                

(1) 身体障害者手帳１級又は２級       

                                   

                              の下

肢、又は体幹 機能障害を有し、移動

に車いす等を使用している障害者がい

る世帯の介助者、若しくはその者と生

計を同じくする者 

(2) 世帯の所得税課税所得金額（各種所

得控除後の額）が、特別児童扶養手当

等の支給に関する法律（昭和３９年法

律第１３４号）に規定する特別障害者

手当の所得制限限度額を超えていない

世帯                               

              

(2) 世帯の所得税課税所得金額（各種所

得控除後の額）が、当該月における   

                                   

                        特別障害者

手当の所得制限限度額を超えていない

世帯の介助者、若しくはその者と生計

を同じくする者 

(3) ５年以上この制度を受けていない世 (3) ５年以上この制度を受けていない世



改 正 後 改 正 前 

帯                                 

            

帯の介助者、若しくはその者と生計を

同じくする者 

（事業の適用） （事業の適用） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 原則として、対象車両は、身体障害者

手帳に記帳されている有料道路通行料金

の優遇措置及び自動車税又は軽自動車税

の減免措置を受ける自動車と同一のもの

とする。 

２ 対象車両            は、身体障害者

手帳に記帳されている有料道路通行料金

の優遇措置及び自動車税又は軽自動車税

の減免措置を受ける自動車と同一のもの

とする。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和８年５月１日から施行する。 

 


